








4  地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 612,182 千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 7,143,167 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費内訳】
（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

引上げ分の
地方消費税
交   付   金
（社会保障

    財源化分）

その他

社会福祉 高齢福祉費 142,545 42,424 16,510 16,283 67,328

障害福祉費 1,469,900 971,982 2,052 96,570 399,296

児童福祉費 2,495,241 1,672,205 163,843 128,377 530,816

母子福祉費 270,557 118,204 29,671 122,682

生活保護費 476,925 438,643 8,241 5,850 24,191

その他 357,359 144,148 25,004 36,653 151,554

社会保険 社会保険費 1,661,164 357,292 12,654 251,464 1,039,754

保健衛生 保健衛生費 13,415 2,613 10,802

予防費 252,596 20,941 5,461 44,051 182,143

その他 3,465 129 650 2,686

7,143,167 3,765,968 233,765 612,182 2,531,252

※その他社会保障施策に要する経費：社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策
※事業費の比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化）を按分して充当している

合　　　　計

　平成２６年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分
については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てられるものとされている。
　令和元年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況は、次のとおりとなってい
る。

※社会保障４経費：制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策
に要する経費

対象事業費

財源内訳

特  定  財  源 一  般  財  源

事業区分
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